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アイコム株式会社

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求
をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主
の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律
でお送りいたします。



企業集団の現況に関する事項

（1）主要な事業内容
当社グループは無線通信機器、ネットワーク機器の製造・販売を主な事業と

し、これに附帯する事業を営んでおり、主な製品及び商品は次のようになりま
す。

品 目 主 要 な 製 品 ・ 商 品

陸上業務用無線通信機器
業務用トランシーバー
IP無線トランシーバー
衛星通信トランシーバー

アマチュア用無線通信機器
オールモードトランシーバー
FMトランシーバー
広帯域受信機

海 上 用 無 線 通 信 機 器
国際VHFトランシーバー
SSBトランシーバー
サバイバルクラフト用GMDSSトランシーバー

ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 無線LAN機器

そ の 他 航空用トランシーバー、海洋航法機器、無線付属機器等

（2）主要な拠点

国 内 海 外

■当 社
＜事業所＞
本社（大阪市平野区）、平野事業所（大阪
市平野区）、加美事業所（大阪市平野区）、
加美東事業所（大阪市平野区）、紀の川事
業所（和歌山県紀の川市）、東京事業所
（東京都中央区）
＜研究所＞
ならやま研究所（奈良市）

＜営業所＞
北海道営業所（札幌市）、仙台営業所、東
京営業所（東京都江東区）、名古屋営業所、
大阪営業所、広島営業所、九州営業所（福
岡市）

■子会社
＜生産拠点＞
和歌山アイコム株式会社（本社・有田工
場：和歌山県有田郡、紀の川工場：和歌山
県紀の川市）

＜営業拠点等＞
アイコム情報機器株式会社（大阪市浪速区）
株式会社マクロテクノス（大阪市西区）
株式会社コムフォース（東京都江東区）

■子会社

＜営業拠点等＞

Icom America, Inc.（アメリカ）

Icom（Europe) GmbH（ドイツ）

Icom（Australia）Pty., Ltd. (オーストラリア）

Icom Spain, S.L.（スペイン）

ICOM ASIA CO.,LTD.（ベトナム）

PURECOM CO.,LTD.（中国）

Icom America License Holding LLC（アメリカ）

ICOM CANADA HOLDINGS INC.（カナダ）

ICOM DO BRASIL RADIOCOMUNICACAO LTDA.

（ブラジル）

ICOM CENTRAL AMERICA,S.DE R.L.DE C.V.

（メキシコ）
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会社役員に関する事項

（1）責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役の全員は、会社法第423条第１項の損害賠

償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令

に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。

（2）補償契約の内容の概要

当社は、当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策に規定される独立委

員会の委員を務めております、取締役吉澤晴幸氏、取締役本夛昭文氏及び監査

役梅本弘氏との間で、同委員の委任に関する委任契約を締結しており、当該委

任契約においては、会社法第430条の２第１項第１号の費用及び同項第２号の

損失の一部を法令の定める範囲内において当社が補償することとしておりま

す。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、優秀な人材の確保、職務の執行における萎縮の防止のため、会社法

第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締

結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき

行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことに

より、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることになります。

当該保険契約の被保険者は当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及

び管理職従業員等であり、保険料は当社が全額を負担しております。ただし、

贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員等自身の損害等は補償

対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように

措置を講じております。
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（4）社外役員に関する事項
① 取締役 吉澤晴幸

（イ）重要な兼職先である法人等と当社との関係
該当事項はありません。

（ロ）当事業年度における主な活動状況及び社外取締役が果たすことが期
待される役割に関して行った職務の概要
取締役会13回開催の全てに出席し、会社経営に関する豊富な経験と幅

広い知見に基づき適宜に助言を行う等、独立の立場から経営を適切に監
督しております。

また、指名報酬諮問委員会の委員長及び当社株式等の大規模買付行為
等に関する対応策に規定される独立委員会の委員を務めております。

② 取締役 本夛昭文
（イ）重要な兼職先である法人等と当社との関係

株式会社SOAソリューションズと当社との間には仕入れ及び製品の販
売等の取引関係がございますが、直近の連結会計年度の取引額は、当社
が定める独立性基準（年間10百万円）以下であり、本夛昭文氏の独立性
に影響を与えるものではないと判断しております。

（ロ）当事業年度における主な活動状況及び社外取締役が果たすことが期
待される役割に関して行った職務の概要
取締役会13回開催の全てに出席し、会社経営に関する豊富な経験と幅

広い知見に基づき適宜に助言を行う等、独立の立場から経営を適切に監
督しております。

また、指名報酬諮問委員会及び当社株式等の大規模買付行為等に関す
る対応策に規定される独立委員会の委員を務めております。

③ 取締役 村上洋子
（イ）重要な兼職先である法人等と当社との関係

村上洋子税理士事務所と当社子会社は税務・会計に関する顧問契約を
締結しておりますが、直近の連結会計年度の取引額は、当社が定める独
立性基準（年間10百万円）以下であり、村上洋子氏の独立性に影響を与
えるものではないと判断しております。

（ロ）当事業年度における主な活動状況及び社外取締役が果たすことが期
待される役割に関して行った職務の概要
取締役会13回開催の全てに出席し、税理士としての豊富な経験と財

務、会計及び税務に関する幅広い知見に基づき適宜に助言を行う等、独
立の立場から経営を適切に監督しております。
また、指名報酬諮問委員会の委員を務めております。
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④ 監査役 梅本 弘
（イ）重要な兼職先である法人等と当社との関係

弁護士法人栄光と当社は法律顧問契約を締結しておりますが、直近の
連結会計年度の取引額は、当社が定める独立性基準（年間10百万円）以
下であり、梅本弘氏の独立性に影響を与えるものではないと判断してお
ります。
関西テレビ放送株式会社と当社との間には、取引関係はございませ

ん。
（ロ）当事業年度における主な活動状況

取締役会13回開催及び監査役会13回開催の全てに出席し、弁護士及び
異業種企業の社外役員としての幅広い知見から助言を行うとともに独立
の立場から監査を行っております。また、当社株式等の大規模買付行為
等に関する対応策に規定される独立委員会の委員長を務めております。

⑤ 監査役 杉本勝徳
（イ）重要な兼職先である法人等と当社との関係

杉本特許事務所と、当社は知的財産権に関する顧問契約を締結してお
りますが、直近の連結会計年度の取引額は、当社が定める独立性基準
（年間10百万円）以下であり、杉本勝徳氏の独立性に影響を与えるもの
ではないと判断しております。

（ロ）当事業年度における主な活動状況
取締役会13回開催及び監査役会13回開催の全てに出席し、弁理士及び

所属団体の主要役員の他、様々な経験から得た幅広い知見から助言を行
うとともに独立の立場から監査を行っております。
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会計監査人の状況

（1）会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等

36百万円

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

36百万円
（注） 会社法に基づく監査業務の報酬等の額と金融商品取引法に基づく監査業務の報酬等の額を実

質的に区分できないため、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

（3）会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及
び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った
うえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第１項の同意を行
っております。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項に定める事項に該当す
ると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。
また、当社監査役会は、会計監査人に当社の監査業務に重大な支障を来すお

それがある事項が生じた場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再
任に関する議案の内容を決定します。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

（1）業務の適正を確保するための体制

会社法及び会社法施行規則に定める体制の整備について当社は取締役会にお

いて次の基本方針を決議するとともに実効性のある体制の整備に努めておりま

す。

＜取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制＞

法令、社会的規範及び定款を遵守するための行動の基準を明文化するととも

に、社内規程において、取締役会に関する事項、取締役の権限に関する事項及

びコンプライアンスに関する事項、その他必要な事項を定める。

＜取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制＞

社内規程の定めるところにより保存及び管理を行う。

＜損失の危険の管理に関する規程その他の体制＞

① 予期せぬ損失の危険性を最小限にするために、損失の危険に関する予兆が

使用人から取締役に報告され、取締役会その他主要会議で多面的に検討で

きる体制を整備する。

② 与信管理、不正防止及び訴訟の予防、その他必要な事項を社内規程に定め

る。

＜取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制＞

① 執行役員制度を導入することにより、経営の意思決定・監督機能と業務執

行機能を明確に分離し、経営の効率化と責任の明確化を図る。

② 取締役が経営課題を適時に把握したうえで重要な意思の決定ができるよ

う、執行役員を含めた会議を設け、情報を共有するとともに課題を多面的

に検討できる体制を整備する。

③ ＩＴ技術を利用したシステムの整備等、迅速な意思決定が行われる体制の

整備をすすめる。

④ 子会社を含む全社の経営情報を共有化するための会議を設けるとともに、

中長期的な経営課題に沿って各部門が目標を設定し管理ができる体制を整

備する。
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＜財務報告の信頼性を確保するための体制＞

財務報告に係る内部統制の仕組みを整備し必要な事項を社内規程等で定める

とともに、法令及び社内規程等に基づく適正な会計処理と適切な情報の開示が

行われるための体制を整備する。

＜使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制＞

法令、社会的規範及び定款を遵守するための行動の基準を明文化するととも

に、社内規程において、職務権限、コンプライアンス及び内部通報に関する事

項、その他必要な事項を定める。

＜当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制＞

① 子会社を含む全社の経営情報を共有化するための会議を設けるとともに、

子会社の管理に必要な事項（取締役等の職務執行状況の報告、職務の執行

が効率的かつ法令及び定款に適合することを確保するための事項、子会社

の損失の危険の管理に関する事項等）を社内規程に定める。

② 子会社との重要な取引については複数の部門がそれぞれの観点で取引内容

を確認することができる体制を整備する。

＜監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項＞

当該使用人の人選、人事異動及び人事考課については、事前に監査役の承認

を得ることとする。

＜当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及び当

該報告をしたことを理由として報告者が不利な取扱いを受けないことを確保

するための体制＞

監査役は取締役会、経営会議その他重要な会議に出席する。また次のことを

社内規程等に定める。

（１）内部監査の結果を監査役に報告すること

（２）内部通報に関する事項

（３）子会社を含む全社の取締役及び使用人は当社及び子会社に影響を及ぼす

可能性のある重要な事実を知ったときは直ちに監査役に報告すること及

び監査役に報告を行った者は、その行為により不利な取扱いを受けない

こと
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＜当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針

に関する事項＞

監査役は職務執行のために必要な費用を会社に請求できることを社内規程に

定める。

＜その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制＞

取締役は監査役から経営情報の提供を求められたときはすみやかに提供す

る。また監査役が内部監査部門及び会計監査人と円滑な連携を図るために協力

するものとする。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、

以下のとおりであります。

① 役員、使用人の基本姿勢を示した「アイコム行動基準」の浸透を図り、法

令等の遵守や企業倫理に対する意識の向上に努めました。

② 取締役会規程、監査役会規程、稟議規程、職務権限規程、コンプライアン

ス規程、内部通報規程、関係会社管理規程等の内部統制上重要な規程につい

て、必要の都度改定を行うなどの維持整備をすすめるとともに内部監査等に

より実態を伴った運用を行いました。

③ 取締役会を13回開催し、法令で定められた事項や予算の策定等、重要事項

を決定するとともに業務執行状況の報告を行いました。また当期における内

部統制に関する事項について報告を行いました。

④ 監査役会を13回開催し、監査方針や監査計画を決定するとともに、重要会

議への出席や各部との面談、稟議資料の閲覧等を行い、取締役の職務執行、

法令等の遵守状況などについて監査いたしました。

⑤ 内部監査部門が内部監査計画に基づき業務の遂行状況、法令等の遵守状況

などについて監査を行い、監査報告会において監査結果を報告いたしまし

た。

⑥ 財務報告の信頼性を確保するため、実施計画に基づき全社統制、業務プロ

セス統制、ＩＴ統制、決算財務統制の整備と運用状況の評価を実施いたしま

した。
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会社の支配に関する基本方針

（1）基本方針の内容の概要

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社
株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為等（当
社「当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）」で定義して
います。以下同じ）であっても、当企業集団の企業価値ひいては株主共同の利
益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではあり
ません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆
様の決定に委ねられるべきだと考えています。

ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好
な関係を保ち続けることができない可能性がある等、当企業集団の企業価値ひ
いては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当企業集団の価値を十分
に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされ
るために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

そのような提案において、大規模買付行為等により、当社の企業価値の源泉
が中長期的にみて毀損されるおそれが存する場合など、当社の企業価値向上、
又は株主共同の利益の最大化が妨げられるおそれが存する場合には、大規模買
付者（当社「当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）」で
定義しています。以下同じ）は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者
として不適切であるものとして、当社取締役会は、善管注意義務を負う受託者
の当然の責務として、法令及び当社の定款によって許容される限度において、
場合により、当社の企業価値向上及び株主共同の利益の最大化のために相当の
措置を講じる必要があると考えております。

（2）基本方針の実現に資する特別な取り組みの概要

当社は、「コミュニケーションで創る楽しい未来・愉快な技術」を経営理念と
し、培ってきた無線通信技術とゼロからモノを産み出す創造力を活かし、お客
様の要望や期待にお応えする製品とソリューションを提供することで、急速に
発展していく情報社会に貢献するとともに安全で豊かな社会の実現に貢献して
います。

当社の企業価値の源泉は創業以来、一貫してMade in Japanのモノづくりにこ
だわっており、ソフトウエア・ハードウエアを含めたほぼ全ての要素技術を自
社で開発、製品設計から製造までを国内拠点で行うことにより、優れた製品を
少量多品種で効率よく生産するノウハウを蓄積するなど無線通信機器メーカー
として高い技術力を維持しております。当社が生産する携帯電話回線を利用し
た一斉同報の無線機（IP無線機）は大手航空会社、大手鉄道会社等を中心に導
入していただいており、インフラ運営に欠かせない機材となっております。
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また、当社のMade in Japanの品質と信頼性、及び顧客の細かなニーズに対応
できる技術力が、大手競合他社には参入が困難な日本の国家機関に対する装備
品の納品を可能としております。さらに、災害対策用移動通信機器の備蓄・貸
出事業を2006年から継続して我が国の行政機関より受託しており、代替が困難
な社会インフラの役務を継続的に提供しております。

また、衛星無線通信機は大災害で携帯電話基地局に障害が発生した場合でも
通信が可能である等の特色を有し、当社の無線通信機は、有事の通信手段とし
て、日本国内のみならず、国際連合（UN）、国連難民高等弁務官事務所
（UNHCR）、各国政府・日本国大使館等からの需要もあります。加えて、民間企業
においては、事業継続計画（BCP）対策として当社の製品・サービスを活用いた
だいております。また、当社の健全な財務体質は、積極的な事業の展開を支え
るとともに、インフラを担う企業として重要な条件である経営の安定性を裏付
けるものとなっております。

当社は、企業価値の更なる維持・強化のために、基本的な施策として以下の
事項に取り組んでおります。

(1)コアビジネスの強化
・無線機単体のビジネスからより高度なコミュニケーションシステムの開発・
販売への拡大による、高周波の新たな領域や新プラットフォームの展開

・衛星無線通信分野への進出の成功を背景に、新たな「アイコムしかできない」
製品展開

・異なる無線プロトコル間の通信ノウハウやハイブリッド製品の開発による主
要無線分野のシェア拡大

(2)新たなビジネスモデルへの挑戦
・回線料収入等のストックビジネスの今後の海外市場への展開による、更なる
収益の拡大

・無線通信の要素技術を用いた異業種への参入及びビジネスのシナジー効果が
得られる戦略的なパートナーシップの構築

(3)100年企業を目指したサステナブル経営戦略
・サステナブル経営を基にしたバリュー・プロポジションの更なる向上
・持続的な成長に向けた取り組み（ESG）
・ロボット生産やスマートファクトリー化によるモノづくりの改革と進化の継続

― 10 ―



（3）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取り組みの概要

当社は、2020年６月24日開催の第56期定時株主総会において、当社株式等の
大規模買付行為等に関する対応策（以下、「本プラン」といいます。）の導入及
びその後の2023年６月27日開催の第59期定時株主総会において、本プランの継
続につき、それぞれ株主の皆様のご承認をいただいております。

当社は、上場会社である以上、大規模買付者に対して株式を売却するか否か
の判断や、大規模買付者に対して会社の経営を委ねることの是非に関する最終
的な判断は、基本的には、個々の株主の皆様のご意思に委ねられるべきものだ
と考えております。

しかしながら、株主の皆様に適切な判断を行っていただくためには、その前
提として、当社固有の事業特性や当社及び当企業集団の歴史を十分に踏まえて
いただいたうえで、当社の企業価値とその価値を生み出している源泉につき適
切な把握をしていただくことが必要であると考えます。

そして、大規模買付者による当社の支配株式の取得が当社の企業価値やその
価値の源泉に対してどのような影響を及ぼし得るかを把握するためには、大規
模買付者から提供される情報だけでは不十分な場合も容易に想定され、株主の
皆様に適切な判断を行っていただくためには、当社固有の事業特性を十分に理
解している当社取締役会から提供される情報並びに当該大規模買付者による支
配株式の取得行為に対する当社取締役会の評価・意見や、場合によっては当社
取締役会による新たな提案を踏まえていただくことが必要であると考えます。

従いまして、当社といたしましては、株主の皆様に対して、これらの多角的
な情報を分析し、検討していただくための十分な時間を確保することが非常に
重要であると考えております。

以上の見地から、当社は、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為等に
関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによ
って、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断さ
れること、当該取締役会が、独立委員会（本プランで定義しています。以下同
じ。）の勧告を受けて当該大規模買付行為等に対する賛否の意見又は当該大規模
買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等を株主の皆様に
対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行
うこと等を可能とし、もって基本方針に照らして不適切な者によって当社の財
務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため、本プランの導入を
行っております。
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（4）上記取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

当社取締役会は、以下の理由により本プランが基本方針に沿うものであり、
当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上することに資するもので
あって、当社会社役員の地位の維持を目的としたものではないと考えておりま
す。
・買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること。
・企業価値ないし株主共同の利益の確保・向上を目的としていること。
・本プランの存続には、株主の意思が反映される仕組みとなっていること。
・独立委員会の設置及びその勧告の最大限の尊重と情報開示が徹底されるも
のであること。

・対抗措置の発動には合理的な客観的発動要件が設定されていること。
・デッドハンド型若しくはスローハンド型の買収防衛策ではないこと。

「当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）」の詳細につき
ましては、当社ウェブサイト（https://www.icom.co.jp/）の投資家情報をご参
照ください。
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連結株主資本等変動計算書 （2025年４月１日から2026年３月31日まで） (単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 7,081 10,449 46,261 △1,446 62,345

当期変動額

剰余金の配当 △1,191 △1,191

親会社株主に帰属
する当期純利益

2,665 2,665

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 － － 1,473 △0 1,473

当期末残高 7,081 10,449 47,735 △1,446 63,819

(単位：百万円)

その他の包括利益累計額

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 1,618 2,164 1,231 5,014 67,359

当期変動額

剰余金の配当 △1,191

親会社株主に帰属
する当期純利益

2,665

自己株式の取得 △0

株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）

1,865 1,104 1,286 4,256 4,256

当期変動額合計 1,865 1,104 1,286 4,256 5,730

当期末残高 3,483 3,269 2,517 9,271 73,090
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連 結 注 記 表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

1. 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 14社

・Icom America, Inc. ・Icom (Europe) GmbH

・Icom (Australia) Pty., Ltd. ・和歌山アイコム㈱

・Icom Spain, S.L. ・ICOM ASIA CO.,LTD.

・アイコム情報機器㈱ ・Icom America License Holding LLC

・ICOM CANADA HOLDINGS INC. ・ICOM DO BRASIL RADIOCOMUNICACAO LTDA.

・PURECOM CO.,LTD. ・ICOM CENTRAL AMERICA,S.DE R.L.DE C.V.

・㈱マクロテクノス ・㈱コムフォース

2. 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の数 １社

・ポジション㈱

3. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

(イ) 市場価格のない株式等

以外のもの

時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定)

(ロ) 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

主として移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）によっていますが、一部の海

外の連結子会社では移動平均法に基づく低価法によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く) 当社及び国内連結子会社は定率法によっております。ただし、1998年

４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４

月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法に

よっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、主として法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。

また、在外連結子会社は定額法によっております。

― 14 ―



② 無形固定資産（リース資産を除く) 主として定額法によっております。

なお、耐用年数については、主として法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。ただし、自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（３年または５年）に基づいておりま

す。

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており

ます。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度末における支給見込額を計上しております。

④ 製品保証引当金

製品の無償補修費用の支出に備えるため売上高に対する過去の経験率に基づく当連結会計年度負担額を計上

しております。また、発生額を個別に見積ることができる費用については、その見積額を計上しておりま

す。当該保証業務は、製品が顧客との契約に定められた仕様に沿って意図したとおりに機能するという保証

を顧客に提供するものであるため、製品保証引当金として認識しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について

は、期間定額基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 収益及び費用の計上基準

① 商品及び製品の販売に係る収益

商品及び製品の販売に係る収益には、主に陸上業務用無線通信機器、アマチュア用無線通信機器、海上用無

線通信機器、その他無線通信機器、ネットワーク機器等の情報通信機器の販売が含まれ、引渡時点において

顧客が当該商品及び製品に対する支配を獲得、履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識して

おります。

なお、国内の商品及び製品の販売において、出荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転される時まで

の期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

② サービス及びその他の販売に係る収益

サービス及びその他の販売に係る収益には、主に通信サービスの提供による回線料収入及び製品に関連した

保証・修理・保守などの業務に係る収益が含まれ、履行義務が一時点で充足される場合にはサービス提供完

了時点において、一定期間にわたり充足される場合にはサービス提供期間にわたり均等に収益を認識してお

ります。
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(6) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

① 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

会社名 決算日

PURECOM CO.,LTD. 12月31日

連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎としております。

② 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主

持分に含めて計上しております。

③ ヘッジ会計の方法

(イ) ヘッジ会計の方法

為替予約取引については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

Ⅰ ヘッジ手段……為替予約取引

Ⅱ ヘッジ対象……外貨建預金及び外貨建金銭債権

(ハ) ヘッジ方針

将来の為替レートの変動リスクを回避する目的で行っており、ヘッジは保有外貨残高及び外貨建金銭債

権の残高の範囲内でデリバティブ取引を利用することとし、投機目的のデリバティブ取引は行わない方

針であります。

(ニ) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時及びその後

も継続して、相場変動またはキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるた

め、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
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会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産（純額） 413百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①算出方法

将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰延税

金資産の回収可能性を判断しております。

課税所得の見積りは、事業計画等に基づいて将来獲得しうる課税所得の時期及びその金額を合理的に見積

り、課税所得が生じる可能性を判断しております。

②主要な仮定

課税所得の見積りの基礎となる事業計画等における主要な仮定は、売上高成長率及び売上総利益率です。

売上高成長率及び売上総利益率は、市場の需要見通し、直近の販売実績等に基づき決定しております。

③翌年度の連結計算書類に与える影響

技術革新等の市場動向や、半導体を中心としたキーデバイスの調達状況による生産高の減少により、主要な

仮定である売上高成長率及び売上総利益率が想定を下回ると、繰延税金資産の取崩しが発生する可能性があ

ります。
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連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 19,162百万円

連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 14,850,000 － － 14,850,000

合計 14,850,000 － － 14,850,000

自己株式

普通株式 497,673 76 － 497,749

合計 497,673 76 － 497,749

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 76株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金
の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

2025年６月25日
定時株主総会

普通株式 832 58 2025年３月31日 2025年６月26日

2025年11月11日
取締役会

普通株式 358 25 2025年９月30日 2025年12月２日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

次の剰余金の配当に関する事項は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。

決議予定 株式の種類
配当金
の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

2026年６月24日
定時株主総会

普通株式 717 利益剰余金 50 2026年３月31日 2026年６月25日

3. 新株予約権に関する事項

該当事項はありません。
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金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に無線機の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金は自己資金で

行っております。

また、資金運用については、主に流動性の高い金融資産で運用しております。

デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあ

たり外貨建営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場

価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものにつきまし

ては、為替の変動リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、保有外貨及び外貨建金銭債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物

為替予約取引並びに余剰資金を効率的に運用する目的としてデリバティブを組み込んだ複合金融商品でありま

す。

なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、

前述の連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「3. 会計方針に関する事項 (6)

その他連結計算書類の作成のための重要な事項 ③ ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、担当の販売部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタ

リングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や

軽減を図っております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。

その他有価証券の債券は、有価証券管理規則に従い、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リ

スクは僅少であります。

デリバティブ取引については、取引相手先が高格付けを有する金融機関に限定しているため、信用リスクは

ほとんどないと認識しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、外貨建預金について原則として、また、外貨建金銭債権の一部について、通貨別に把握された為替

の変動リスクに対して、先物為替予約を利用してヘッジしております。

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、また、

市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引の執行・管理は経理部が行っており、取締役会で報告された枠内で担当取締役が全ての取

引につき決裁を行っております。また、デリバティブ取引を実行した結果については、毎月取締役会で報告

しております。

なお、連結子会社はデリバティブ取引を行っておりません。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維

持等により流動性リスクを管理しております。連結子会社においても同様の管理を行っております。
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(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することがあります。

また、「2．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金

額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2026年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、市場価格のない株式等、次表には含めておりません（［注２］を参照下さい。）。また、現金は注記を省略

しており、預金、受取手形、売掛金及び買掛金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、

注記を省略しております。

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

有価証券及び投資有価証券 11,691 11,691 －

資産計 11,691 11,691 －

デリバティブ取引（※1） － － －

（※1）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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［注１］有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

有価証券及び投資有価証券

保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。

その他有価証券の当連結会計年度中の売却額は65百万円であり、売却益の合計額は13百万円で売却損の合計額

は0百万円であります。また、その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、連結貸借対照表計

上額及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）

種類 取得原価又は償却原価 連結貸借対照表計上額 差額

連結貸借対照
表計上額が取
得原価又は償
却原価を超え
るもの

（1）株式 2,026 7,423 5,397

（2）債券

社債

小計 2,026 7,423 5,397

連結貸借対照
表計上額が取
得原価又は償
却原価を超え
ないもの

（1）株式 680 573 △107

（2）債券

社債 3,900 3,694 △206

小計 4,580 4,267 △313

合計 6,607 11,691 5,084

デリバティブ取引

① ヘッジ会計が適用されていないもの

該当事項はありません。

② ヘッジ会計が適用されているもの

（単位：百万円）

ヘッジ会計の

方法
取引の種類 主なヘッジ対象

当連結会計年度(2026年3月31日)

契約額等
契約額等のうち

1年超
時価

為替予約等の

振当処理

為替予約取引

売建

米ドル

外貨建預金 552 － （注）

合計 552 － （注）

（注）為替予約のうち振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建預金と一体として処理されてい

るため、その時価は、現金及び預金に含めて記載しております。
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［注２］市場価格のない株式等

（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式（※1） 265

（※1）非上場株式については、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

［注３］金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 27,281 － － －

受取手形 394 － － －

売掛金 6,337 － － －

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券のうち満期
があるもの

債券（社債） 400 2,100 1,400 －

その他 － － － －

合計 34,413 2,100 1,400 －

― 22 ―



3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類

しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の

算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれに

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

株式 7,920 77 － 7,997

社債 － 3,694 － 3,694

資産計 7,920 3,771 － 11,691

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

デリバティブ取引 － － － －

資産計 － － － －

(注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

上場株式及び社債は相場価格を用いて評価しております。一部の上場株式は活発な市場で取引されているため、

その時価をレベル1の時価に分類しております。一方で、当社が保有している一部の上場株式及び社債は、市場で

の取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類してお

ります。

デリバティブ取引

為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しており

ます。
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収益認識に関する注記
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

報告セグメント
合計

日本 北米 ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

一時点で移転される財又はサービス 17,892 10,951 2,519 1,622 32,986

一定の期間にわたり移転される財又はサ
ービス

3,284 387 268 32 3,972

顧客との契約から生じる収益 21,177 11,338 2,788 1,655 36,959

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 21,177 11,338 2,788 1,655 36,959

内、官公庁への売上高 1,529 322 0 4 1,857

2. 収益を理解するための基礎となる情報

「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 3 会計方針に関する事項 (5)収益及び費

用の計上基準」に記載のとおりです。

3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）

当連結会計年度

契約負債（期首残高） 323

前受金 136

前受収益 75

長期前受収益 111

契約負債（期末残高） 458

前受金 268

前受収益 88

長期前受収益 101

1.契約資産は残高がありません。

2.契約負債は、商品及び製品の販売における顧客からの前受金、サービス及びその他の販売における顧客からの前受

収益・長期前受収益であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

3.契約負債は連結貸借対照表上、流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含まれております。

4.当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首の契約負債残高に含まれていた額は、205百万円であります。
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１株当たり情報に関する注記
1. １株当たり純資産額 5,092円 59銭

2. １株当たり当期純利益 185円 69銭
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株主資本等変動計算書 （2025年４月１日から2026年３月31日まで） (単位：百万円)

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

当期首残高 7,081 10,449 10,449

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 － － －

当期末残高 7,081 10,449 10,449

(単位：百万円)

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計資産圧縮

積立金
別途積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 293 0 19,767 15,013 35,073

当期変動額

剰余金の配当 △1,191 △1,191

当期純利益 2,569 2,569

自己株式の取得

株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 － － － 1,377 1,377

当期末残高 293 0 19,767 16,391 36,451
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(単位：百万円)

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △1,446 51,157 1,618 1,618 52,776

当期変動額

剰余金の配当 △1,191 △1,191

当期純利益 2,569 2,569

自己株式の取得 △0 △0 △0

株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）

1,865 1,865 1,865

当期変動額合計 △0 1,377 1,865 1,865 3,242

当期末残高 △1,446 52,535 3,483 3,483 56,019
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個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

(イ) 市場価格のない株式等

以外のもの

時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定)

(ロ) 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

2. 棚卸資産の評価基準及び

評価方法

主として移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物

附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内

における利用可能期間（３年又は５年）に基づく定額法によっており

ます。

(3) リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており

ます。
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4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年度末における支給見込額を計上しております。

(4) 製品保証引当金

製品の無償補修費用の支出に備えるため売上高に対する過去の経験率に基づく当事業年度負担額を計上してお

ります。また、発生額を個別に見積ることができる費用については、その見積額を計上しております。当該保

証業務は、製品が顧客との契約に定められた仕様に沿って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供

するものであるため、製品保証引当金として認識しております。

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期

間定額基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

5. 収益及び費用の計上基準

(1) 商品及び製品の販売に係る収益

商品及び製品の販売に係る収益には、主に陸上業務用無線通信機器、アマチュア用無線通信機器、海上用無

線通信機器、その他無線通信機器、ネットワーク機器等の情報通信機器の販売が含まれ、引渡時点において

顧客が当該商品及び製品に対する支配を獲得、履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識して

おります。

なお、国内の商品及び製品の販売において、出荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転される時まで

の期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

(2) サービス及びその他の販売に係る収益

サービス及びその他の販売に係る収益には、主に通信サービスの提供による回線料収入及び製品に関連した

保証・修理・保守などの業務に係る収益が含まれ、履行義務が一時点で充足される場合にはサービス提供完

了時点において、一定期間にわたり充足される場合にはサービス提供期間にわたり均等に収益を認識してお

ります。
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6. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

(2) 退職給付に係る会計処理の方法

計算書類において、未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結計算書類と異なっておりま

す。個別貸借対照表上、退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額から、年金資産の額を控除した

額を退職給付引当金に計上しております。

(3) ヘッジ会計の方法

(イ) ヘッジ会計の方法

為替予約取引については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

Ⅰ ヘッジ手段……為替予約取引

Ⅱ ヘッジ対象……外貨建預金及び外貨建金銭債権

(ハ) ヘッジ方針

将来の為替レートの変動リスクを回避する目的で行っており、ヘッジは保有外貨残高及び外貨建金銭債権

の残高の範囲内でデリバティブ取引を利用することとし、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針で

あります。

(ニ) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時及びその後も

継続して、相場変動またはキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、

ヘッジの有効性の判定は省略しております。
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会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産（純額） －百万円

(繰延税金負債相殺前) （548百万円）

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①算出方法

将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰延

税金資産の回収可能性を判断しております。

課税所得の見積りは、事業計画等に基づいて将来獲得しうる課税所得の時期及びその金額を合理的に見積

り、課税所得が生じる可能性を判断しております。

②主要な仮定

課税所得の見積りの基礎となる事業計画等における主要な仮定は、売上高成長率及び売上総利益率です。

売上高成長率及び売上総利益率は、市場の需要見通し、直近の販売実績等に基づき決定しております。

③翌年度の計算書類に与える影響

技術革新等の市場動向や、半導体を中心としたキーデバイスの調達状況による生産高の減少により、主要

な仮定である売上高成長率及び売上総利益率が想定を下回ると、繰延税金資産の取崩しが発生する可能性が

あります。
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貸借対照表に関する注記

1. 関係会社に対する短期金銭債権 2,877百万円

関係会社に対する長期金銭債権 100百万円

関係会社に対する短期金銭債務 413百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 15,378百万円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売 上 高 9,504百万円

仕 入 高 及 び 外 注 費 2,626百万円

営業取引以外の取引高 175百万円

株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

当期首株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数(株)

普通株式 497,673 76 － 497,749

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 76株
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税効果会計に関する注記

繰延税金資産

賞与引当金 186百万円

長期未払金 143百万円

棚卸資産評価損 87百万円

投資有価証券評価損 66百万円

未払事業税 48百万円

製品保証引当金 37百万円

賞与引当金に係る法定福利費 30百万円

貸倒引当金 7百万円

その他 11百万円

繰延税金資産小計 618百万円

評価性引当額 △70百万円

繰延税金資産合計 548百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,599百万円

前払年金費用 △275百万円

その他 △0百万円

繰延税金負債合計 △1,875百万円

繰延税金資産（負債）の純額 △1,326百万円
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関連当事者との取引に関する注記

子会社等 （単位：百万円）

名称
議決権等の所有

(被所有)割合

関連当事者

との関係
取引の内容 取引金額 科目 期末残高

Icom
America,Inc.

所有
直接100％

役員の兼任 商製品の販売 (注1) 5,881 売掛金 2,420

和歌山アイ
コム(株)

所有
直接100％

役員の兼任
製品の組立工賃 (注2)
業務委託手数料 (注2)
受取賃貸料 (注3)

1,736
393
126

未払金
未収入金

326
8

注1. 商製品の販売については、当社と資本関係を有しない他の取引先と同じ取引条件、価格は同じ決定方法によ

っております。

注2. 当社と資本関係を有しない他の取引先との通常取引と同様に決定しております。

注3. 賃貸借料について、近隣の賃貸借事例を勘案し決定しております。

注4. 上記金額の内、国内の子会社につきましては、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含ん

で表示しております。

収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報

連結注記表と同一であります。

１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 3,903円 15銭

2. １株当たり当期純利益 179円 00銭
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